
1961年1月16日第3種郵便物認可　1993年1月1日　第385号　毎月1回1日発行1部50円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（羅驚讐響騨については・）

拶渉拶拶拶渉渉渉渉拶影渉拶拶渉門門拶影丁丁影拶拶〃拶拶拶拶拶砂砂砂拶拶砂渉影拶拶拶影

No．385 1993．1

歓要職蜜醗鋒噸

鶴

舞

熱轟麟鍵磯

嚢

薦嚢藻

：纏

　
驚
、
義
雌

乱．

p

懸護

第9回宗教と税制シンポジウム

　　　（関連記事4、5面）

搬駅全日本仏教会JAPAN　BUDDHIST　FEDERATI・N

墾　　　，　　　、　　　ゲr　　　　　　、　竿一　一＿　　シ ナ　　も　　　亨　　」ρ　L＿霜　　む　　　　　　解　　　　　’



仏全1993年1月1日

88
嵂
�
@
躍
8
8
丁
丁
事
事
認
手
躍
日
灘
器
手
躍
躍
器
器
8
8
8
8
灘
灘
器
器
繊
麗
8
8
躍
諾
諾
躍

器
躍
　
　
　
　
　
　
　
　
器
　
　
　
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
8
0
0
醜
器
灘
蟹
8
8
器
財
諾
諾
諾
諾
諾
諾
麗
諾
諾

鞭
蟹
羅
蟹
8
8
懸
囎
　
躍
盤
麟
羅
回
瀾
麟
懸
麟
躍
麟

全
日
本
仏
教
会
会
長
山
田
恵

　
謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年

度
は
本
会
の
諸
行
事
、
諸
活
動
に
心
か
ち
な
る
ご
協

力
ご
支
援
を
賜
り
、
お
陰
を
持
ち
ま
し
て
所
期
の
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
こ
と
を
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
本
年
も
旧
に
倍
し
て
お

力
添
え
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
国
内
は
も
と
よ
り
国
外
に
あ
っ
て
も
、
解

決
を
迫
ら
れ
て
い
る
多
く
の
問
題
を
引
き
ず
っ
て
平

成
五
年
の
新
春
を
迎
え
ま
し
た
今
、
私
達
宗
教
者
、

諦

特
に
仏
教
徒
と
し
て
そ
の
責
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
点
が
多
々
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
国
内
に
関

し
ま
し
て
は
、
特
に
宗
教
心
の
欠
如
に
起
因
す
る
諸

事
件
は
目
を
覆
う
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、
ま
ず
家
庭
の
中
に
宗
教
心
が
生
き
て
あ
る

生
活
を
実
践
せ
し
め
る
、
換
言
す
れ
ば
家
庭
仏
教
の

徹
底
こ
そ
急
務
か
と
存
じ
ま
す
。

　
次
に
国
外
に
目
を
向
け
ま
す
れ
ば
、
思
想
的
、
宗

教
的
対
立
に
よ
る
紛
争
は
依
然
と
し
て
止
ま
ず
、
貴

い
多
く
の
生
命
が
失
わ
れ
て
い
る
事
実
を
直
視

（
み
）
る
時
、
宗
教
間
対
話
と
宗
教
協
力
の
大
事
さ

を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
本
会
も
、
こ
れ

ま
で
相
当
の
努
力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
さ

ら
な
る
努
力
を
傾
け
、
ア
ジ
ア
に
、
全
世
界
に
浄
書

国
土
を
建
設
致
し
度
く
存
じ
ま
す
。

　
何
卒
、
家
庭
仏
教
の
布
術
と
確
立
、
さ
ら
に
宗
教

協
力
と
宗
教
間
対
話
に
皆
様
方
の
絶
大
の
ご
支
援
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
新
年
の
ご

挨
拶
と
致
し
ま
す
。
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田
・
　
、
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．全

日
本
仏
教
会
理
事
長

新
年
あ
け
ま
し

て
、
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
皆

様
に
は
、
お
健
や

か
に
よ
き
年
を
お

迎
え
の
こ
と
と
、

心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
、
加
盟
宗
派
、
都
道
府
県
仏

教
会
、
関
係
団
体
の
皆
様
の
ご
協
力
ご
支
援
に
よ
り
、

無
事
、
事
業
を
推
進
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と

は
、
誠
に
有
難
く
、
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
我
が
国
仏
教
界
の
宝
と
も
い
う
べ
き
天
台
座
主
・

山
田
恵
諦
狙
下
を
、
全
日
仏
の
会
長
に
お
迎
え
し
、

早
や
一
年
の
歳
月
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

山
田
会
長
は
ご
就
任
に
あ
た
り
「
政
治
、
経
済
、
教

育
、
宗
教
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
発
展
し
て
こ
そ
、
一
流

国
家
と
い
え
る
」
と
お
述
べ
に
な
り
、
私
ど
も
の
使

命
の
重
大
さ
と
、
さ
ら
な
る
精
進
の
必
要
に
つ
き
、

ご
懇
篤
な
る
ご
教
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
時

宜
を
得
た
お
言
葉
と
存
じ
ま
す
。

　
時
代
は
激
し
く
動
い
て
お
り
ま
す
。
冷
戦
が
終
り
、

世
界
は
大
き
く
平
和
に
向
け
歩
み
つ
つ
あ
る
よ
う
に

　　

@　

@
石
　
上

見
え
ま
す
が
、
民
族
対
立
や
地
域
紛
争
、
南
北
問
題
、

新
し
い
世
界
秩
序
を
模
索
す
る
不
確
定
な
動
き
な
ど
、

決
し
て
平
穏
と
は
い
え
な
い
時
代
相
を
呈
し
て
お
り

ま
す
。
予
想
さ
れ
る
人
口
爆
発
や
環
境
破
壊
な
ど
、

価
値
観
の
転
換
に
基
づ
く
新
し
い
文
明
の
あ
り
方
が
、

厳
し
く
問
い
直
さ
れ
て
い
る
昨
今
で
あ
り
ま
す
。
日

本
の
仏
教
徒
の
な
す
べ
き
役
割
は
、
重
い
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
時
代
は
、
仏
教
に
よ
る
「
真
の
救
済
」
を
求
め
て

い
ま
す
。
日
本
の
仏
教
は
宗
派
仏
教
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
尊
重
し
な
が
ら
、
小
異
を
捨
て

て
大
同
に
つ
く
こ
と
の
大
切
さ
が
、
今
ほ
ど
渇
望
さ

れ
て
い
る
時
は
な
い
と
存
じ
ま
す
。

　
道
は
厳
し
く
遠
か
ろ
う
と
も
、
仏
教
へ
の
信
頼
と

尊
敬
を
回
復
し
、
私
ど
も
の
使
命
を
全
う
す
る
た
め

に
、
お
互
い
の
場
で
、
一
歩
一
歩
、
精
進
努
力
し
て

ゆ
く
べ
き
も
の
と
信
じ
ま
す
。

　
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ど
う
か
、
こ
れ
迄
以

上
に
、
本
会
に
対
し
温
か
い
ご
教
導
を
賜
り
ま
し
て
、

無
事
、
そ
の
使
命
を
は
た
す
こ
と
が
出
来
ま
す
よ
う
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
皆

様
の
今
年
の
ご
健
勝
を
、
心
か
ら
念
じ
上
げ
ま
す
。

知
日
康
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信
教
の
自
由
と
最
近
の
税
務
調
査
の
動
向

朝
日
大
学
法
学
部
教
授

　
日
本
宗
教
連
盟
主
催
の
「
第
九
回
宗
教
と
税
制
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
、
去
る
十
一
月
十
二
日
午
後
二
時

か
ら
東
京
の
明
治
記
念
会
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

　
広
瀬
静
水
日
本
宗
教
連
盟
理
事
長
の
主
催
者
挨
拶

に
つ
づ
い
て
、
朝
日
大
学
法
学
部
教
授
の
石
村
耕
治

氏
が
、
「
信
教
の
自
由
と
最
近
の
税
務
調
査
の
動
向

一
個
別
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
一
」
を
テ
ー
マ
に
、

要
旨
次
の
よ
う
な
講
演
を
行
っ
た
。

　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
　
　
※

　
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
、
不
況
の
深
刻
化
と
と
も
に
、

税
収
の
落
ち
込
み
が
著
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
税
務
執
行
態
勢
の
強
化
に
よ
り
税
収
を
あ

げ
よ
う
と
い
う
動
き
が
目
だ
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、

宗
教
界
に
対
す
る
”
税
の
攻
勢
”
も
各
所
で
目
だ
っ

て
い
る
。

　
最
近
の
事
例
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
法
人
が
保
有

す
る
檀
信
徒
な
ど
に
関
す
る
宗
教
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情

報
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
税
務
調
査
、
お
尋
ね
（
法

定
外
照
会
）
を
行
お
う
と
い
う
姿
勢
が
強
ま
っ
て
き

て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
課
税
の
宗
教
活
動

石
　
村
　
耕
　
治

な
い
し
は
内
部
の
宗
教
情
報
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ょ
う
と

い
う
動
き
が
各
所
で
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
宗
教
法
人
制
度
の
悪
用
と
か
、
霊
感
商
法
的
な
経

済
活
動
な
ど
は
、
厳
し
く
指
弾
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
”
課
税
”
の
名
の
も
と
に
檀
信

徒
の
宗
教
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
権
力
が
介
入
す
る
こ
と

な
ど
に
対
し
、
宗
教
者
は
毅
然
た
る
態
度
で
臨
む
必

要
が
あ
る
。

　
宗
教
法
人
も
一
定
の
経
済
活
動
を
行
う
な
ど
納
税

の
義
務
を
負
う
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
源
泉
所
得
税

の
支
払
い
な
ど
、
た
と
え
通
常
の
意
味
で
の
経
済
活

動
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
納
税
の
義
務
を
負

う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
、
宗
教
人

に
と
り
課
税
庁
と
の
つ
き
あ
い
は
避
け
ら
れ
な
い
こ

と
と
い
え
る
。

　
宗
教
人
が
信
教
の
自
由
を
守
り
、
檀
信
徒
の
宗
教

上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
な
い
し
は
宗
教
人
の
人
格
権

を
保
護
す
る
上
で
も
、
税
に
対
す
る
世
俗
の
知
識
を

十
分
に
持
っ
て
お
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
税
務
調
査
の
仕
組
み
や
限
界
、
問
題
点

な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
お
く
こ
と
は
、
法
人

の
適
正
な
運
営
に
と
り
必
要
不
可
欠
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
信
教
の
自
由
や
宗
教
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
に
つ
い
て
認
識
あ
る
宗
教
者
で
あ
っ
て
も
、
現
実

の
税
務
調
査
な
ど
で
は
、
そ
れ
を
ど
う
主
張
し
た
ら

良
い
の
か
、
疎
い
と
い
う
例
も
多
々
み
ら
れ
る
。
今

回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
個
別
的
事
例
な
ど
の
検

討
を
通
じ
て
、
こ
の
面
で
の
認
識
、
主
張
の
仕
方
な

ど
に
つ
い
て
学
ん
で
欲
し
い
。

　
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
宗
教
団
体
に

お
い
て
は
、
一
般
に
献
金
者
で
あ
る
信
徒
の
代
表
が

直
接
団
体
運
営
の
実
権
を
有
し
て
い
る
例
が
多
い
。

こ
の
た
め
、
団
体
運
営
の
資
金
を
提
供
し
て
い
る
信

徒
に
対
し
、
宗
教
団
体
が
会
計
責
任
を
負
う
べ
き
で
　
　
↑

あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
強
い
。

　
一
方
、
わ
が
国
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
一
般
に
献

金
者
は
、
”
神
仏
へ
の
喜
捨
”
つ
ま
り
”
神
仏
へ
差

し
上
げ
た
も
の
”
と
い
う
意
識
が
伝
統
的
に
強
い
。

檀
信
徒
に
は
、
直
接
宗
教
団
体
の
運
営
に
参
加
す
る

た
め
の
資
金
を
提
供
し
て
い
る
、
と
い
う
意
識
は
希

薄
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
宗
教
団
体
の
側
に
も
”
檀

信
徒
に
対
し
て
は
会
計
責
任
を
負
う
必
要
が
な
い
”

あ
る
い
は
”
神
仏
に
対
し
て
の
み
会
計
責
任
を
負

う
”
と
い
っ
た
考
え
方
が
強
い
。
檀
信
徒
の
側
で
も

”
自
ら
の
献
金
が
団
体
内
部
で
ど
の
よ
う
に
消
費
さ

れ
た
の
か
”
会
計
の
公
開
を
求
め
る
動
き
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。

　西　　　　　　　　へ　」“r、㌔　戸
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以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
宗
教
団
体
は
久
し
く

会
計
責
任
を
問
わ
れ
な
い
形
で
存
在
し
て
き
た
、
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
一
方
、
宗
教
法
人
（
団
体
）
は
本
来
の
事
業
に
つ

い
て
は
広
く
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
。
「
非
課
税
↓

特
典
↓
歳
入
損
」
と
い
う
図
式
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
宗
教
団
体
へ
の
非
課
税
特
典
の
付
与
は
、
あ
る

意
味
で
は
一
般
納
税
者
へ
の
増
税
（
犠
牲
）
で
賄
わ

れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
が
次
第
に
強
く
な
っ
て

き
て
い
る
。
こ
こ
に
”
宗
教
団
体
は
一
般
納
税
者
に

対
す
る
会
計
責
任
を
ど
う
果
た
す
の
か
”
と
い
っ
た

課
題
が
出
て
き
た
原
因
が
あ
る
。

秘
画

雛
難
．

講演する石村教授

　
最
近
、
課
税
庁
の
宗
教
団
体
に
対
す
る
攻
勢
に
は
、

す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
様
々
な
原
因

が
考
え
ら
れ
る
。
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
と
も
な
う

税
収
の
伸
び
悩
み
な
ど
も
一
因
と
い
え
る
。
し
か
し
、

最
近
の
課
税
庁
の
動
き
は
、
一
般
納
税
者
に
対
す
る

会
計
責
任
の
遂
行
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
色
濃
く
出
て

い
る
。

　
宗
教
団
体
は
、
信
教
の
自
由
な
い
し
は
政
教
分
離

と
い
っ
た
原
則
の
も
と
、
憲
法
上
の
強
い
保
護
を
受

け
て
い
る
。
課
税
庁
と
い
え
ど
も
、
み
だ
り
に
宗
教

活
動
に
介
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、

宗
教
法
人
法
入
十
四
条
が
「
宗
教
法
人
の
宗
教
上
の

特
性
及
び
慣
習
を
尊
重
し
、
信
教
の
自
由
を
妨
げ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
至
極
当
然
と
い

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
の
税
務
調
査
に
お
い
て
、

過
去
帳
、
檀
信
徒
名
簿
、
入
信
報
告
書
、
水
子
供
養

三
寸
な
ど
に
み
だ
り
に
検
査
し
た
り
、
領
置
（
預
り
、

署
へ
の
持
ち
帰
り
）
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
檀

信
徒
の
宗
教
的
プ
ラ
イ
バ
シ
：
に
介
入
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。

　
現
行
の
税
務
調
査
法
制
は
き
わ
め
て
不
備
で
あ
る
。

調
査
手
続
を
適
正
化
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い

う
運
動
は
、
税
理
士
界
な
ど
が
永
年
続
け
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
整
備
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
不
備
な
税
務
調
査
法
制
の
も
と
、
違
法
、

不
当
な
税
務
調
査
の
増
加
が
各
界
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教

界
も
例
外
で
は
あ
る
ま
い
。

　
こ
う
し
た
傾
向
に
宗
教
界
も
十
分
に
対
応
策
を
練

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
宗
教
法
人
の
憲

法
上
の
立
場
を
熟
知
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
現
行
の
税
務
調
査
法
制
を
熟
知
し
て
お
く
こ

と
も
大
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
檀
信
徒
に
対
す
る
宗

教
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
い
か
に
守
る
か
も
重
要

な
任
務
で
あ
る
。
同
時
に
、
檀
信
徒
に
対
す
る
会
計

責
任
を
い
か
に
果
た
す
か
も
十
分
に
検
討
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
檀
信
徒
に
対
す
る
会

計
責
任
の
遂
行
は
、
一
般
納
税
者
に
対
す
る
会
計
責

任
の
遂
行
に
も
つ
な
が
る
。
ひ
い
て
は
、
不
要
な
税

務
調
査
を
減
少
さ
せ
、
檀
信
徒
の
宗
教
上
の
プ
ラ
イ
＋

バ
シ
i
権
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　
最
後
に
石
村
氏
は
、
「
現
在
は
宗
教
法
人
も
会
計

を
公
開
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
に
き
て
い
る
と

い
え
る
。
税
法
に
ふ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
か
、
あ

る
い
は
従
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、

宗
教
を
担
う
次
の
世
代
に
残
し
て
い
く
と
い
う
意
識

な
ら
ば
、
公
開
へ
の
方
向
が
の
ぞ
ま
し
い
。
ま
た
、

長
期
的
に
み
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
方
向
性
を
と
っ

た
ほ
う
が
、
宗
教
活
動
へ
の
不
必
要
な
政
治
権
力
の

介
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
」
と
話
を
絞
め
く
く
っ
た
。

　
講
演
が
終
了
し
た
後
、
参
加
者
と
の
盛
ん
な
質
疑

応
答
が
あ
り
、
午
後
四
時
に
予
定
さ
れ
た
日
程
を
終

了
し
た
。

　　帆一．．＿　　に
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曹
洞
宗
宗
務
庁

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

真
宗
大
谷
派

日
蓮
宗
宗
務
院

管
　
　
長
言
　
羽
　
廉
芳

総
　
　
長
松
村
　
了
　
昌

宗
務
総
長
　
細
　
川
　
信
　
元

管
　
　
長
岩
　
間
　
日
　
勇

宗
務
総
長
大
　
竹
　
明
彦

宗
務
総
長
　
伊
　
藤
　
通
　
明

参
　
　
議
　
田
　
邊
　
哲
崖
参
　
　
議
岡
　
田
　
巳
　
成

総
　
　
務
柱
松
憎
憎

参
　
　
務
熊
　
谷
　
宗
恵

宗
務
副
総
長
　
佐
　
藤
　
光
　
春
蠕
画
部
飴
　
岩
　
間
　
湛
　
正

教
学
部
長
　
伊
　
東
　
盛
　
熈

同
　
　
豊
　
原
　
大
成

同
　
　
稲
　
垣
　
俊
　
一

庶
務
部
長
　
二
　
宮
　
將
　
泰

財
政
部
長
　
三
　
宅
　
心
　
戒

財
務
部
長
　
田
　
中
恵
　
康

教
化
部
長
　
小
田
原
　
利
　
仁

同
　
　
杉
　
山
令
肇

同
　
　
伊
賀
閲
信

教
務
部
長
　
石
　
　
井
　
隆
　
教
三
道
灘
石
川
浩
徳

総
務
部
長
　
江
口
　
井
　
　
道
　
　
樹
出
版
部
長
　
佐
　
伯
　
逸
　
雄

同
　
　
北
　
島
　
経
　
昭

同
　
　
雨
　
森
　
有
慶

三
一
三
一
　
石
　
川
霧
　
張
参
　
　
周
回
一
法
順

伝
道
部
長
　
千
代
川
　
耕
　
宗
人
事
部
長
森
　
　
　
和
久

同
　
　
吉
　
井
　
智
　
見

参
　
　
与
白
　
部
健
　
順
細
聞
樋
社
踪
　
菊
　
池
　
泰
　
瑞

東
京
都
港
区
芝
ニ
ー
五
一
二
〒
鵬
　
〇
三
（
三
四
五
四
）
五
四
＝

京
都
市
下
京
区
堀
川
通
花
屋
町
下
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
門
前
町
〒
枷
　
〇
七
五
（
三
七
一
）
五
一
八
一

京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
り
七
条
上
ル
　
　
　
　
　
　
　
常
葉
町
七
五
四
〒
㎜
　
〇
七
五
（
三
七
一
）
九
一
八
一

東
京
都
大
田
区
池
上
一
i
三
二
i
一
五
〒
燭
　
　
〇
三
（
三
七
五
一
）
七
一
八
一
F
A
X
　
O
三
（
三
七
五
一
）
七
一
八
六

一6一
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総
本
山
金
剛
峯
寺
高
野
山
真
言
宗
宗
務
所
髄
　
駐
竹
内
高
峯

臨
済
宗
妙
心
寺
派
宗
務
本
所
管
　
　
長
春
見
文
勝

天
台
宗
務
庁
天
台
座
主
　
山
　
田
　
恵
　
諦

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁
総
本
山
智
積
院
法
務
所
鰭
　
振
藤
井
龍
心

繍
輪
総
嚴
　
新
　
居
　
祐
　
政
繍
務
部
噺
庄
　
司
　
隆
　
興

宗
務
総
長
　
小
　
倉
　
宗
　
徳

宗
務
総
長
多
紀
　
頴
　
信

蒜
鐙
総
計
　
上
　
村
　
正
　
剛

撃
部
賄
嬉
野
畳
昭
騰
務
部
蹄
安
芸
昌
憲
鰍
林
部
斯
楠
　
公
延

総
務
部
長
　
馬
　
場
　
宗
　
信
教
学
部
長
　
家
　
永
　
重
　
遠

鯵
務
部
賄
　
山
　
本
　
尭
　
俊
鯵
会
部
麟
高
松
義
寛

辮
務
部
温
感
嶋
能
忍
轍
務
部
報
　
白
　
石
　
大
　
峰

灘
会
部
賄
中
　
西
　
啓
賓

轍
学
部
報
真
保
龍
散

内
事
長
常
　
岡
　
弘
　
雄

財
務
部
長
本
多
道
　
一

鯵
学
部
恵
山
田
能
裕

棚
務
回
報
　
中
　
村
義
　
英

企
画
室
長
　
山
　
花
　
義
　
宥
同
和
局
長
　
佐
々
木
　
兼
　
俊

糀
綱
蝕
　
木
　
村
　
潮
　
音

鯵
務
三
重
　
吉
　
田
　
正
　
賢

轍
三
部
報
　
田
　
中
　
聖
　
賢

和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
山
＝
二
二
〒
㎜
1
0
2
　
0
七
三
六
（
五
六
）
二
〇
一
一

法
務
部
長
　
澁
　
谷
　
厚
保

総
務
室
長
　
師
　
田
　
賢
　
説

鷺
刺
継
膿
　
磯
　
山
　
福
　
正

高
野
山
東
京
別
院

　
　
主
　
　
監
　
曽
壽
山
良
知
東
京
都
港
区
高
輪
三
一
一
五
－
一
入
〒
鵬
　
〇
三
（
三
四
四
一
）
三
三
三
八

京
都
市
右
京
区
花
園
妙
心
寺
町
〒
鵬
　
〇
七
五
（
四
六
三
）
三
＝
二

大
津
市
坂
本
四
丁
目
六
番
二
号
〒
枷
i
O
1
　
0
七
七
五
（
七
九
）
○
〇
二
二

京
都
市
東
山
区
七
条
下
ル
　
　
　
　
　
　
　
東
瓦
町
九
六
四
〒
伽
　
〇
七
五
（
五
四
一
）
五
三
六
一
～
二
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
九
七

一7一
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真
言
宗
善
通
寺
派
宗
務
庁
総
本
山
善
通
寺
灘
　
振
蓮
生
善
隆
鯨
讃
総
嚴
　
加
　
藤
　
勝
　
真
香
川
県
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
　
　
　
　
　
　
　
三
－
三
！
一
〒
衛
　
○
入
七
七
（
六
二
）
〇
一
一
一

静
岡
県
佛
教
会
会
　
　
長
　
石
　
上
博
貫
事
務
局
長
　
塚
　
本
　
智
　
見
次
　
　
長
槁
村
誌
　
山
編
集
長
　
石
　
井
　
眞
　
也
静
岡
県
富
士
市
厚
原
五
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碧
雲
寺
内
〒
姻
－
0
2
0
五
四
四
（
七
一
）
三
六
〇
五

総
本
山
仁
和
寺
真
言
宗
御
室
派
罰
　
甜
松
村
祐
澄
繍
熱
嚴
田
中
高
慮
繍
務
部
賄
　
村
　
田
　
文
　
英
猟
学
部
蹄
福
島
　
智
　
秀
騰
務
部
噺
　
堀
　
川
　
和
　
海
華
務
長
手
　
嶋
　
千
　
俊
京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
三
三
〒
棚
　
　
〇
七
五
（
四
六
一
）
一
一
五
五
F
A
X
　
O
七
五
（
四
六
四
）
四
〇
七
〇

，
沖
縄
県
仏
教
会
会
　
　
長
藤
井
深
　
忍
副
会
長
名
幸
俊
　
海
会
　
　
計
　
善
　
國
　
乗
　
憲
書
　
　
記
仲
尾
次
　
俊
　
賢
沖
縄
県
那
覇
市
安
里
三
八
　
神
徳
寺
内
〒
鯉
　
〇
九
八
八
（
六
七
）
五
八
九
四

真
言
宗
大
覚
寺
派
大
本
山
大
覚
寺
潴
　
賑
井
上
紀
生
鯨
螺
賑
岡
田
高
功
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
大
沢
町
四
〒
㎝
　
〇
七
五
（
八
七
一
）
○
〇
七
一

兵
庫
県
仏
教
会
会
　
　
長
高
見
寛
康
副
会
長
　
大
　
谷
　
昭
　
世
　
同
　
　
広
　
瀬
　
照
　
晴
事
務
局
長
高
　
橋
恵
　
俊
神
戸
市
灘
区
原
田
通
三
丁
目
五
－
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
金
剛
福
寺
内
〒
噺
　
〇
七
八
（
八
六
一
）
四
〇
四
四

一8一
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財
団
法
人

新
潟
県
仏
教
会

愛
媛
県
佛
教
会

本
門
佛
立
際
本
山
宥
清
寺

　
　
埼
玉
県
佛
教
会
会
　
　
長
江
　
連
俊
　
則

副
会
長
　
河
　
野
　
亮
　
永

会
　
　
長
中
村
　
啓
　
識

会
　
　
長
村
　
中
成
信

講
　
　
一
一
　
牧
　
日
　
勤

同
　
　
酒
　
高
文
　
雄

副
会
長
　
田
　
宮
　
黎
　
友

副
会
長
　
谷
　
本
　
祥
龍

宗
務
総
長
　
植
　
田
　
日
　
朝

専
務
理
事
　
目
　
黒
　
靖
　
淳
浦
和
市
高
砂
四
一
＝
ニ
ー
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
埼
佛
会
館
〒
瓢
　
　
〇
四
八
（
入
六
一
）
二
＝
二
八
F
A
X
　
O
四
八
（
八
六
四
）
六
六
四
九

同
　
　
今
湊
良
敬

　
同
　
　
植
田
英
瑞
監
　
　
査
　
吉
　
川
　
俊
　
宏

京
都
市
上
京
区
御
前
通
一
条
上
ル
　
　
　
　
　
　
東
竪
町
一
一
〇
番
地
〒
㎜
　
〇
七
五
（
四
六
一
）
＝
六
六

愛
知
県
仏
教
会
会
　
　
長
　
江
　
川
　
辰
　
三

副
会
長
牧
　
　
　
忍
　
教

同
　
　
春
　
日
　
浩
三

同
　
　
中
島
義
晃

同
　
　
岩
　
田
　
文
有

同
　
　
中
島
裕
幸

事
務
局
長
　
水
　
崎
　
章
　
元

浄
土
宗
西
山
深
草
派
総
本
山
誓
願
寺

　
同
　
　
玉
　
井
康
之
名
古
屋
市
中
区
新
栄
一
－
ニ
ー
二
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹
流
寺
内
〒
姻
　
〇
五
二
（
二
四
一
）
四
七
＝
一

会
　
　
計
松
本
白
骨

灘
　
銀
鵜
飼
慶
範

　
同
　
　
野
　
口
　
日
　
騰
長
岡
市
上
田
町
二
一
二
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
聖
寺
内
〒
脚
　
〇
二
五
八
（
三
三
）
一
五
八
六

　
　
　
　
　
役
員
　
一
．
同
松
山
市
石
手
二
一
九
⊥
二
　
　
　
　
　
　
　
　
地
蔵
院
内
〒
初
　
○
八
九
九
（
七
七
）
〇
七
六
六

鵜
諮
糺
総
賑
　
深
　
津
　
実
　
乗
京
都
市
中
京
区
新
京
極
桜
之
町
四
五
三
〒
脳
　
〇
七
四
（
二
一
二
）
〇
九
五
八

岐
阜
県
仏
教
会
岐
阜
市
西
野
町
三
－
一
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
岐
阜
別
院
内
〒
㎜
　
〇
五
入
二
（
六
六
）
七
八
〇
三
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仏全1993年1月1日

岩
手
県
佛
教
会
会
　
　
長
工
藤
道
夫
副
会
長
　
渡
　
辺
　
英
　
雄
　
同
　
　
竹
　
花
　
國
　
夫
事
務
局
長
　
上
・
田
　
浩
　
久
盛
岡
市
材
木
町
四
一
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
祥
院
内
〒
㎜
　
〇
一
九
六
（
二
二
）
四
六
入
四

日
本
曹
洞
第
一
道
場
大
本
山
永
平
寺
貫
　
　
首
丹
　
羽
　
廉
　
芳
監
　
　
院
南
澤
道
　
人
後
　
　
堂
大
田
大
鷺
副
監
院
　
山
　
田
　
康
　
夫
　
〃
　
　
池
田
好
雄
　
　
　
他
役
寮
一
同
九
拝
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
〒
㎜
1
1
2
　
0
七
七
六
（
六
三
）
＝
二
〇
入

財
団
法
人
国
際
仏
教
興
隆
協
会
名
誉
総
裁
　
山
　
田
　
恵
　
諦
理
事
長
野
呂
幸
進
脚
本
三
尊
杣
　
森
　
　
　
寛
　
紹
　
　
　
　
　
役
員
　
一
　
同
東
京
都
目
黒
区
中
目
黒
五
－
二
四
一
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
祐
天
寺
内
〒
塒
　
〇
三
（
三
七
一
一
）
七
六
〇
入

大
雄
山
最
乗
寺
山
　
主
余
語
翠
巌
紀
　
　
綱
阿
部
顕
瑞
副
　
　
寺
豊
島
健
生
　
　
　
　
　
外
役
寮
一
同
神
奈
川
県
南
足
柄
市
大
雄
町
一
一
五
七
〒
細
一
0
1
　
0
四
六
五
（
七
四
）
＝
＝
二
一

社
団
法
人
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
会
　
　
長
山
本
　
　
　
杉
理
事
長
友
廣
　
　
　
和
専
務
理
事
島
　
田
　
喜
久
子
事
務
局
長
　
林
　
　
　
恵
智
子
東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
ニ
ー
一
－
一
　
　
　
　
　
大
塚
ブ
ラ
ザ
ビ
ル
七
F
〒
珊
　
〇
三
（
三
九
一
〇
）
　
一
二
入
九

総
本
山
比
叡
山
延
暦
寺
天
台
座
主
　
山
　
田
　
恵
　
諦
撚
表
三
巴
　
小
　
林
　
隆
　
彰
大
津
市
坂
本
本
町
四
二
二
〇
番
地
〒
珈
－
0
1
0
七
七
五
（
七
五
）
○
○
〇
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
代
表
）
F
A
X
　
O
七
七
五
（
七
八
）
〇
六
七
入

一10一
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大
本
山
護
　
　
國
　
　
寺
貫
　
　
主
小
　
林
良
　
弘
執
　
　
事
岡
　
本
　
永
　
司
院
　
　
代
上
　
谷
良
祐
東
京
都
文
京
区
大
塚
五
－
四
〇
1
一
〒
皿
　
〇
三
（
三
九
四
一
）
〇
七
六
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
七
六
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
〇
六

本
願
寺
築
地
別
院
熊
京
出
張
所
騒
　
日
　
谷
　
周
　
暎
東
京
都
中
央
区
築
地
三
一
十
五
一
一
〒
脳
　
〇
三
（
三
五
四
一
）
一
＝
二
一

神
奈
川
県
仏
教
司
会
　
　
長
　
福
　
永
　
隆
　
昭
副
会
長
　
小
　
崎
　
竜
　
雄
　
同
　
　
横
　
山
　
敏
　
明
　
同
　
　
柳
　
下
　
隆
侃
事
務
局
長
　
本
　
間
　
孝
　
康
横
浜
市
中
区
大
平
町
九
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
有
寺
内
〒
蹴
　
〇
四
五
（
六
六
一
）
〇
一
六
六

真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
長
谷
寺
化
　
　
主
吉
　
田
　
白
下
事
務
長
　
三
津
田
辮
秀
教
務
執
事
　
伊
　
東
　
聖
　
純
総
務
執
事
　
林
　
　
　
亮
　
弘
法
務
執
事
　
山
局
　
梨
　
　
堅
　
　
堂
財
務
執
事
　
田
　
嶋
　
信
　
肥
前
承
出
張
所
爵
　
花
　
園
　
昌
　
成
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
七
三
一
一
一
〒
備
－
0
1
　
0
七
四
四
四
（
七
）
七
〇
〇
一

日
蓮
宗
総
本
山
身
延
山
久
遠
寺
法
　
　
主
岩
　
間
　
日
　
勇
総
　
　
務
藤
井
教
雄
　
　
　
　
　
外
山
務
員
一
同
山
梨
県
身
延
町
身
延
三
五
六
七
〒
姻
一
2
5
　
0
五
五
六
六
（
二
と
○
＝
㈹

日
光
山
輪
王
寺
門
　
　
跡
荻
原
　
貞
興
執
事
長
菅
原
栄
光
栃
木
県
日
光
市
山
内
二
三
〇
〇
番
地
〒
謝
1
1
4
　
0
二
八
八
（
五
四
）
〇
五
＝
＝

財
団
法
人
日
本
佛
教
鐙
仰
会
理
事
長
中
山
静
麿
東
京
都
板
橋
区
舟
渡
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
十
五
i
一
〒
躍
　
〇
三
（
三
九
六
七
）
三
二
八
八

大
本
山
池
上
本
門
寺
貫
　
　
首
　
田
　
中
　
日
　
淳
東
京
都
大
田
区
池
上
一
－
一
－
一
〒
燭
　
　
〇
三
（
三
七
五
二
）
二
三
一
三
F
A
X
　
O
三
（
三
七
五
二
）
三
三
五
〇
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聖
観
音
宗
　
浅
草
寺
貫
　
　
首
　
壬
　
生
　
台
　
舜
執
事
長
　
小
岩
井
　
貫
　
承
東
京
都
台
東
区
浅
草
二
一
三
－
一
〒
m
　
　
O
三
（
三
入
四
二
）
〇
一
八
一
F
A
X
　
O
三
（
三
八
四
五
）
六
九
三
三

真
言
宗
中
山
寺
派
大
本
山
　
中
　
　
山
　
　
寺
兵
庫
県
宝
塚
市
中
山
寺
ニ
ー
十
一
一
一
〒
鰯
　
　
〇
七
九
七
（
八
六
）
六
五
一
七
F
A
X
　
O
七
九
七
（
八
七
）
九
八
七
七

念
法
眞
教
教
団
総
本
山
金
剛
寺
燈
　
　
主
小
倉
塞
　
現
大
阪
市
鶴
見
区
緑
三
一
四
－
二
二
〒
鵬
　
〇
六
（
九
一
一
）
二
一
〇
一

茨
城
県
仏
教
会
会
　
　
長
中
村
　
純
　
崇
　
　
　
　
　
事
務
局
一
同
茨
城
県
水
戸
市
元
吉
田
町
六
八
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薬
王
院
内
〒
㎜
　
〇
二
九
二
（
四
七
）
六
二
六
六

西
新
井
大
師
総
　
　
　
持
　
　
　
寺
東
京
都
足
立
区
西
新
井
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一
五
一
一
〒
鵬
　
〇
三
（
三
入
九
〇
）
二
三
四
五

孝
道
山
本
仏
殿
統
　
　
理
岡
　
野
　
正
　
貫
副
統
理
　
岡
　
野
　
郷
　
子
横
浜
市
神
奈
川
区
鳥
越
二
回
忌
謝
　
〇
四
五
（
四
三
二
）
＝
一
〇
一

真
言
宗
須
磨
寺
派
大
本
山
須
磨
寺
管
　
　
長
小
池
義
　
人
神
戸
市
須
磨
区
須
磨
寺
町
四
－
六
i
入
〒
鰯
　
〇
七
八
（
七
三
一
）
〇
四
一
六

福
岡
県
仏
教
連
合
会
会
　
　
長
　
黒
　
田
　
英
　
之
北
九
州
市
小
倉
北
区
三
萩
野
　
　
　
　
ニ
ー
八
－
二
三
　
踏
襲
寺
内
〒
棚
　
〇
九
三
（
九
二
一
）
四
五
七
六
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真
言
宗
智
山
派
大
本
山
　
川
崎
大
師
平
間
寺

信
　
貴
　
山
　
真
　
言
　
宗
総
本
山
信
貴
山
朝
三
下
子
福
代
表
管
長
　
野
　
澤
　
密
　
厳

宮
崎
県
仏
教
連
合
会
会
　
　
長
　
弘
　
中
誠
　
之

真
理
舎
主
　
　
管
友
松
諦
道

貫
　
　
首
高
橋
　
隆
　
天

管
　
　
長
鈴
木
　
鳳
永
宗
務
長
　
田
　
中
　
真
　
瑞

宮
崎
市
橘
通
東
一
丁
目
七
番
二
五
号
〒
㎜
…
　
〇
九
八
五
（
二
二
）
五
三
四
一

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
三
一
四
－
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
田
寺
内
〒
m
　
O
三
（
三
二
五
一
）
八
六
八
三

庶
務
部
長
　
鈴
　
木
　
貴
　
晶

総
　
　
務
馬
本
克
美

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
信
貴
山
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
入
O
l
一
〒
鰯
　
〇
七
四
五
（
七
二
）
二
二
七
七

北
海
道
仏
教
会
連
盟
会
　
　
長
小
　
滝
　
了
　
信

大
本
山
成
田
山
新
勝
寺
貫
　
　
首
　
　
　
照
　
　
碩

院
　
　
代
原
　
　
　
隆
　
恋

真
言
宗
国
分
寺
派
大
本
山
国
分
寺

札
幌
市
中
央
区
北
三
条
西
十
九
－
ニ
ー
一
　
　
　
　
　
　
本
願
寺
札
幌
別
院
内
〒
㎜
　
〇
二
（
六
二
）
九
六
二
三

千
葉
県
成
田
市
成
田
一
〒
獅
　
〇
四
七
六
（
二
二
）
二
一
一
一

座
　
　
　
主

執
　
　
事
野
　
澤
　
隆
　
幸

管
　
　
長
丸
　
山
斗
　
誉

京
都
府
仏
教
連
合
会

曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺

宗
務
総
長
丸
　
山
秀
彦

事
務
総
長
　
合
　
田
　
和
　
教

理
事
長
　
細
　
川
　
信
　
元

貫
　
　
首
梅
田
信
隆

川
崎
市
川
崎
区
大
師
町
四
－
四
八
〒
㎜
　
　
〇
四
四
（
二
六
六
）
三
四
二
〇
F
A
X
　
O
四
四
（
二
七
七
）
八
一
六
三

大
阪
市
北
区
国
分
寺
一
一
六
－
一
八
〒
謝
　
〇
六
（
三
五
一
）
五
六
三
七

京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
七
条
上
ル
　
　
　
　
　
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
内
〒
㎝
　
〇
七
五
（
三
七
一
）
九
一
入
一

横
浜
市
鶴
見
区
鶴
見
ニ
ー
一
－
一
〒
脚
　
〇
四
五
（
五
入
一
）
六
〇
二
一
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仏全1993年1月1日

　
　
第
十
二
回
同
和
研
修
会
は
、
去
る

　
十
一
月
十
二
、
十
三
の
両
日
、
臨
済

　
宗
建
長
寺
派
大
本
山
建
長
寺
を
会
場

　
に
、
「
身
元
調
査
を
“
し
な
い
、
さ

　
せ
な
い
、
許
さ
な
い
”
意
識
啓
発
の

　
徹
底
を
目
指
し
て
」
を
テ
ー
マ
と
し

　
て
開
催
さ
れ
た
。

　
　
十
二
日
午
後
一
時
、
籏
本
事
務
総

添
文
開
会
の
辞
で
研
修
会
は
ス
タ
ー
ト

加
を
き
っ
た
。
大
蔵
寛
邦
建
長
寺
派
宗

鯵
務
総
長
霧
高
倉
正
信
同
和
委
員

す
会
委
員
長
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に

霧
弗
野
獣
翻
縷
黙

心
大
阪
府
連
書
記
次
長
の
北
口
末
広
氏

熱
が
・
九
〇
人
の
参
加
者
を
前
に
・
講

　
演
を
行
っ
た
。

　
　
北
口
氏
は
最
初
に
、
「
恋
人
か
ら

　
突
然
、
結
婚
式
の
キ
ャ
ン
セ
ル
を
告

　
げ
ら
れ
た
O
」
が
思
い
悩
ん
だ
末
、

　
私
の
身
元
を
調
べ
て
ほ
し
い
と
や
つ

　
て
き
た
」
と
い
う
自
分
自
身
が
実
際

　
に
か
か
わ
っ
た
結
婚
差
別
事
件
を
紹

　
介
す
る
こ
と
か
ら
話
を
始
め
、
様
々

な
具
体
例
に
基
づ
い
て
、
今
日
で
も
根
深
く
残
る
、

結
婚
差
別
の
実
態
を
次
々
に
報
告
し
て
い
っ
た
。

　
差
別
に
つ
な
が
る
身
元
調
査
の
中
に
は
、
行
政
書

士
や
弁
護
士
等
が
、
職
業
上
の
特
権
を
悪
用
し
て
、

興
信
所
へ
第
三
者
の
戸
籍
謄
本
を
、
不
正
に
転
売
し

て
い
た
例
な
ど
も
あ
り
、
参
加
者
を
驚
か
せ
た
。

　
北
口
氏
は
結
論
と
し
て
「
差
別
問
題
は
他
人
ご
と

と
受
け
止
め
て
い
る
間
は
前
進
し
な
い
。
自
分
の
問

題
と
し
て
と
ら
え
な
い
と
一
」
と
述
べ
、
①
他
者

の
視
点
に
立
っ
た
「
自
ら
の
意
識
の
対
象
化
」
、
②

「
同
じ
も
の
は
平
等
」
か
ら
「
違
い
を
認
め
る
平
等

へ
」
、
③
「
も
っ
と
も
進
ん
だ
人
権
水
準
を
」
、
④
「
幽

く
限
定
さ
れ
た
体
験
を
一
般
化
し
な
い
」
の
四
点
が

重
要
で
あ
る
、
と
二
時
間
に
及
ぶ
話
を
結
ん
だ
。

　
研
修
会
は
そ
の
後
、
入
つ
に
分
か
れ
て
の
分
散
会

へ
移
っ
た
。
分
散
会
は
夕
食
を
は
さ
ん
で
午
後
入
時

ま
で
続
け
ら
れ
、
最
後
の
懇
親
会
で
第
一
日
目
の
日

程
を
終
了
し
た
。

　
翌
十
三
日
は
、
朝
五
時
半
起
床
、
お
つ
と
め
、
諸

堂
参
拝
、
朝
食
に
続
い
て
、
午
前
入
時
か
ら
再
び
分

散
会
を
開
始
。
午
前
十
時
ま
と
め
の
全
体
会
へ
移
り
、

十
二
時
懸
鯛
事
務
総
長
に
よ
る
閉
会
の
辞
で
、
全
て

の
日
程
を
終
え
た
。

　
な
お
、
本
年
の
研
修
会
で
は
、
次
の
方
々
が
分
散

会
の
助
言
者
を
努
め
ら
れ
た
。
（
敬
称
略
）

　
中
村
秀
雄
、
高
倉
正
信
、
新
間
智
照
、
家
永
重
遠
、

高
松
義
寛
、
日
置
恒
正
、
旭
照
雅
、
岩
田
造
盛
。
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本
会
主
催
の
第
十
回
囲
碁
大
会
（
後
援
・
仏
教
タ

イ
ム
ス
社
、
日
本
棋
院
）
が
、
去
る
十
一
月
十
九
日

に
、
京
都
西
本
願
寺
で
開
催
さ
れ
た
。

　
今
回
の
大
会
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
ご
好
意
に

よ
り
、
西
本
願
寺
境
内
の
百
華
園
内
に
あ
る
紫
水
閣

と
五
柳
の
間
を
会
場
に
、
本
会
加
盟
宗
派
・
団
体
か

ら
約
四
十
名
の
僧
侶
棋
士
が
参
加
。
京
都
の
秋
の
静

か
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
る
両
会
場
の
内
で
は
熱
戦

が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
開
会
式
、
籏
本
事
務
総
長
の
挨
拶

に
つ
づ
き
、
来
馬
規
雄
実
行
委
員
長
の
ル
ー
ル
説
明

の
後
、
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
一
級
に
応
じ
て
四
ク

ラ
ス
に
分
か
れ
、
対
局
が
は
じ
ま
っ
た
。

　
競
技
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
、
午
後
五
時
半
ま
で

一
人
が
四
局
の
対
局
を
行
っ
た
。
ま
た
、
対
局
待
ち

の
人
の
た
め
に
、
日
本
棋
院
関
西
総
本
部
の
水
戸
夕

優勝カップを受ける早川師

　
香
里
初
段
、
木
谷
好
美
初
段
が
指
導
碁
を
行
っ
た
。

　
　
午
後
か
ら
決
勝
戦
。
A
ク
ラ
ス
（
五
段
以
上
）
は

　
例
年
の
ご
と
く
、
十
四
名
の
強
豪
が
ひ
し
め
く
激
戦

　
区
。
そ
の
中
か
ら
勝
ち
残
っ
た
、
早
川
一
味
師
（
曹

　
洞
宗
）
と
藤
本
聖
母
師
（
真
言
宗
智
山
派
）
が
決
勝

　
対
局
。
早
川
師
が
み
ご
と
優
勝
し
た
。

　
　
競
技
の
結
果
は
次
の
通
り
。
（
敬
称
略
）

　
A
ク
ラ
ス
（
五
段
以
上
）

＼　
優
　
勝
　
早
川
　
一
味
（
曹
洞
宗
）

　
準
優
勝
　
藤
本
　
照
晋
（
真
言
宗
智
山
派
）

　
B
ク
ラ
ス
（
三
・
四
段
）

　
優
勝
太
田
実
秀
（
天
台
宗
）

　
準
優
勝
　
藤
井
　
映
月
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
C
ク
ラ
ス
（
初
・
二
段
）

　
優
　
勝
　
浦
井
　
尚
文
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
準
優
勝
　
越
野
　
泰
徳
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
D
ク
ラ
ス
（
一
級
以
下
）

　
優
　
勝
　
楠
　
　
隆
恵
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
準
優
勝
　
今
井
　
慶
信
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　
午
後
六
時
半
か
ら
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
各
ク
ラ
ス

　
優
勝
、
営
業
勝
者
に
は
、
籏
本
事
務
総
長
か
ら
全
仏

　
カ
ッ
プ
並
び
に
楯
、
記
念
品
が
そ
れ
ぞ
れ
に
授
与
さ

　
れ
た
。
そ
の
後
、
懇
親
会
が
行
わ
れ
、
参
加
者
は
囲

　
碁
を
通
し
て
、
宗
派
を
越
え
た
親
睦
を
は
か
っ
た
。

山田恵諦会長　ご染筆

（天台座主貌下）

2，000円箱入

黛
禁
灘
㌢

○
茎
立
（
大
）

○
仏
旗
（
中
）

○
仏
旗
（
小
）

○
手
旗

○
法
輪
旗

た
て
蜘
㎝
よ
こ
㎜
㎝
三
二
、

た
て
9
0
㎝
よ
こ
鵬
㎝
一
二
、

た
て
7
0
㎝
よ
こ
㎜
㎝
　
九
、

た
て
3
5
㎝
よ
こ
5
0
㎝
　
八
、

た
て
9
0
㎝
よ
こ
燭
㎝
　
七
、

○
○
○
円

○
○
○
円

三
〇
〇
円

○
○
○
円

四
〇
〇
円

お
申
し
込
み
は
全
臨
本
仏
教
会
財
務
部
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去
る
十
二
月
三
日
午
後
二
時
か
ち
、
東
京
グ
ラ
ン

ド
ホ
テ
ル
を
会
場
に
常
務
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
石
上
理
事
長
を
議
長
に
、
三
宅
斎
戒
、
高
藤
法
雄

の
両
師
を
議
事
録
署
名
人
に
選
出
、
議
事
に
入
っ
た
。

　
議
案
「
平
成
五
年
度
歳
入
歳
出
予
算
の
大
綱
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
石
上
議
長
よ
り
上
程
、
斎
藤
財
務
部
長
が
来
年
度

予
算
案
の
大
綱
を
歳
入
歳
出
の
両
面
か
ち
詳
細
に
説

開
か
れ
た
常
務
理
事
会

一
九
九
三
年
一
月
一
日
発
行

明
、
質
疑
応
答
の
後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

報
告
事
項

　
①
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業
に
つ
い
て
」

　
木
内
国
際
文
化
部
長
及
び
小
田
原
ル
ン
ビ
ニ
ー
委

員
会
副
委
員
長
よ
り
、
入
月
三
十
日
の
「
修
正
マ
ヤ

堂
修
復
計
画
協
定
書
」
調
印
式
か
ら
本
日
ま
で
に
至

る
経
過
報
告
が
行
わ
れ
た
。

②
事
務
総
局
各
部
報
告

　
各
担
当
部
長
か
ち
報
告
さ
れ
た
。

騨
盤
錯

灘

罧囎
麗麗

　
去
る
十
二
月
一
日
午
前
入
時
半
か
ら
、
自
民
党
本

部
で
、
日
本
宗
教
連
盟
と
自
民
党
文
教
局
と
の
懇
談

会
が
開
か
れ
た
。

　
こ
の
席
で
、
難
業
連
よ
り
、
①
金
融
資
産
収
益
に

係
る
非
課
税
措
置
の
維
持
、
②
収
益
事
業
に
係
る
軽

減
税
率
の
維
持
及
び
範
囲
の
維
持
、
の
二
点
を
骨
子

と
し
た
、
税
制
改
正
に
関
す
る
「
意
見
書
」
が
提
出

さ
れ
た
。

　
自
民
党
側
か
ら
は
、
武
藤
税
制
調
査
会
長
、
塚
原

全
国
組
織
委
員
長
、
田
沢
文
教
局
長
、
臼
井
文
教
部

会
長
ら
が
出
席
、
同
宗
連
の
要
望
に
対
し
、
熱
心
に

耳
を
傾
け
た
。

発
行
人
二
本
宏
昌
　
発
だ
所
財
団
法
人
全
日

ム

夷
璽
9
務
｛
局
潜
録
募
多
ミ

十九四三二
日日日日日

十
四
日

＋
七
日

φ齢ψ◆ψ脚◆栂齢ψφ齢”謄『紳φψ◎ψゆ栂齢ψ◇ψφ P1十
◆八
1日

1
十
二
月
－

　
局
内
会
議

　
常
務
理
事
会
（
東
京
）

　
反
差
別
国
際
会
議
東
京
集
会
出
席

　
吉
田
長
谷
寺
化
主
晋
山
祝
賀
会
出
席

　
東
京
都
仏
成
道
会
参
列

法
律
相
談
室

　
東
京
ブ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ
成
道
会
参
列

　
日
送
連
理
事
会

　
文
化
庁
協
議
会
出
席

同
和
研
究
会

具用離調

浅草通り五懸鯛加盟店

東京都台東区寿2－10－9（地下鉄田原町駅前）

　　　電　話　　代表（3841）4965
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四
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